
本日のスケジュール 
平成 21年 7月 7日、浜松市中部浄化センター 

 

 
次第 １ 主催者挨拶 
   ２ 設立趣旨の説明 
   ３ 規約（案）の説明 
   ４ 平成 21 年度事業計画（案）の説明 
   ５ 質疑応答 
   ６ 承認手続き 
   ７ 副会長、運営委員の指名 
 

 

時間 プログラム 講師
テキスト

参照ページ

10:40～10:43 　　主催者挨拶

    １．自立循環型住宅の定義 Ｐ．６～

　　２．自立循環型住宅の設計プロセス Ｐ．１６～

　　３－１．自然風の利用 Ｐ．３４～

　　３－２．昼光利用 Ｐ．５４～

　　５－２．換気設備計画 Ｐ．１６４～

　　５－６．水と生ゴミの処理と効率的利用 Ｐ．２１４～

12:20～13:20

　　３－４．日射熱利用 Ｐ．７２～

　　４－１．断熱外皮計画 Ｐ．９２～

　　４－２．日射遮蔽手法 Ｐ．１３２～

14:25～14:35

　　３－５．太陽熱給湯 Ｐ．８４～

　　５－３．給湯設備計画 Ｐ．１７６～

　　５－１．暖冷房設備計画 Ｐ．１５２～

　　５－４．照明設備計画 Ｐ．１８４～

　　５－５．高効率家電機器の導入 Ｐ．２０６～

　　３－３．太陽光発電 Ｐ．６８～

16:10～16:15

　　６．ケーススタディー

　　・省エネルギー効果及びコストの推計

16:45～17:00

 17:00 　　終了

* プログラムは当日の状況により前後する場合がございます

質疑応答

Ｐ．２３０～

休憩　（５分間）

昼食　（６０分間）

13:20～14:25
株式会社アルセッド建築研究所

　　取締役副所長　大倉　靖彦 氏

16:15～16:45 　　（前出）　大倉　靖彦 氏

独立行政法人建築研究所
　　環境研究グループ

　　上席研究員　桑沢　保夫 氏
10:43～12:20

休憩　（１０分間）

14:35～16:10
東京大学大学院　工学研究科

　　准教授　前　真之 氏

 

エコハウス推進協議会設立総会（10：00～10：30） 

第 1回勉強会（10：40～17：00、途中休憩含む） 









浜松市エコハウス推進協議会規約（案） 
 
第 1 章 総則 
（名称） 
第 1 条 本会は、浜松市エコハウス推進協議会（以下「協議会」という。）と称する。 
（目的） 
第 2 条 協議会は、「（環境省）２１世紀環境共生型住宅のモデル整備による建設促進事業」によ

り整備されるモデルハウスを活用し、地方公共団体、建築設計事務所、工務店、住民等が連携

して、浜松市地域におけるエコハウスの普及を図ることにより、快適・健康・安心な暮らし及

び地球温暖化を防止する持続可能な地域づくりの実現を目的とする。 
（活動内容） 
第 3 条 協議会は、次に掲げる活動を行う。 
 一 地域におけるエコハウスの普及方策に関する検討 
 二 エコハウスの設計・施工、普及活動等に係る情報の共有 
 三 その他前条の目的を達成するために必要なこと 
 
第 2 章 会員 
（会員及び入会） 
第 4 条 協議会の会員は、第 2 条の目的及び前条に掲げる活動に賛同・協力する建築設計事務所

及びその団体、工務店及びその団体、住民、有識者、関連団体、地球温暖化防止活動推進セン

ター及び浜松市とする。 
2 協議会に入会しようとする者は、別に定める入会申込書を会長に提出し、その承認を得なけれ

ばならない。 
（退会等） 
第 5 条 会員は、退会しようとするときは、会長にその旨を届けなければならない。 
2 会員が死亡し、又は解散したときは、退会したものとみなす。 
3 会員が協議会の目的に反する活動をし、協議会の名誉を著しく損なったときは、会長はこれを

退会させることができる。 
 
第 3 章 組織 
（会長等） 
第 6 条 協議会に次の役員を置く。 
 一 会長 1 名 
 二 副会長 1 名 
2 会長は、浜松市環境部長とする。 
3 副会長は、会長が指名する。 
（会長等の職務） 
第 7 条 会長は、協議会を代表し、業務を統括する。 
2 副会長は、会長を補佐し、業務を処理するとともに、会長に事故あるとき、又は会長が欠けた

ときは、その職務を代理する。 



（事務局） 
第 8 条 協議会の事務を処理するため、事務局を浜松市環境部環境企画課に置く。 
 
第 4 章 会議 
（総会） 
第 9 条 会長は、毎年総会を開催する。 
2 総会は、会員をもって構成する。 
3 総会は、規約の改廃その他協議会の運営に関する重要な事項を議決する。 
4 総会は、会長が招集し、会長が議長を務める。 
5 総会の議事は、出席した会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところ

による。 
（運営委員会） 
第 10 条 協議会に、運営委員会を置く。 
2 運営委員会は、6 名以上 10 名以下の運営委員をもって構成する。 
3 運営委員は、会長が指名し、その任期は 2 年とし、再任されることを妨げない。ただし、補欠

の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 
4 運営委員会は、次に掲げる事項を決定する。 
 一 総会の議決した事項の執行に関する事項 
 二 総会に付議すべき事項 
 三 その他総会の議決を要しない業務の執行に関する事項 
5 運営委員会の議長は、会長が指名する者が務める。 
6 運営委員会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、意見を聴くことができる。 
7 運営委員会の議事は、出席した運営委員の過半数の同意をもって決し、可否同数のときは、議

長の決するところによる。 
 
第 5 章 事業年度等 
（事業年度） 
第 11 条 協議会の事業年度は、毎年 4 月 1 日に始まり、翌年 3 月 31 日に終わるものとする。 
（事業計画及び事業報告） 
第 12 条 協議会の事業計画は、会長が作成し、総会の承認を得るものとする。 
2 協議会の事業報告は、会長が作成し、総会の承認を得るものとする。 
 
第 6 章 雑則 
（委任） 
第 13 条 この規約に定めるもののほか、協議会の運営等に関し必要な事項は、会長が別に定める。 
 
附則 
1 この規約は、平成 21 年 7 月 7 日から施行する。 
2 この協議会の設立当初の事業年度は、第 11 条の規定にかかわらず、設立の日から平成 22 年 3
月 31 日までとする。 
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浜松市エコハウス推進協議会規約（案） 
 
第 1 章 総則 
（名称） 
第 1 条 本会は、浜松市エコハウス推進協議会（以下「協議会」という。）と称する。 
（目的） 
第 2 条 協議会は、「（環境省）２１世紀環境共生型住宅のモデル整備による建設促進事業」によ

り整備されるモデルハウスを活用し、地方公共団体、建築設計事務所、工務店、住民等が連携

して、浜松市地域におけるエコハウスの普及を図ることにより、快適・健康・安心な暮らし及

び地球温暖化を防止する持続可能な地域づくりの実現を目的とする。 

 
（活動内容） 
第 3 条 協議会は、次に掲げる活動を行う。 
 一 地域におけるエコハウスの普及方策に関する検討 
 二 エコハウスの設計・施工、普及活動等に係る情報の共有 
 三 その他前条の目的を達成するために必要なこと 

 
 
第 2 章 会員 
（会員及び入会） 
第 4 条 協議会の会員は、第 2 条の目的及び前条に掲げる活動に賛同・協力する建築設計事務所

及びその団体、工務店及びその団体、住民、有識者、関連団体、地球温暖化防止活動推進セン

ター及び浜松市とする。 
2 協議会に入会しようとする者は、別に定める入会申込書を会長に提出し、その承認を得なけれ

ばならない。 

 浜松市では、地球温暖化対策上、増え続ける家庭部門（住宅）から排出される CO2 を抑制し

ていくことが重要課題となっています。対策として、住まい手の日々の努力やエネルギー消費機

器の買い替えを促す施策を進めるとともに、住宅の新築の際に居住後のエネルギー使用量（＝

CO2 排出量）の少ない構造の家づくり、住まい手の省エネの努力が活きる家づくり（以下「エ

コハウス」という。）を普及させることが重要です。 
 そこで、市内又は近郊の住宅設計建築業者や、住宅設備機器・建材・造園などの住宅に関連す

る事業者並びにこれらの団体等が、次の第 3 条に示す分野において相互に連携して取り組むこ

とにより、市内の業界全体のレベルアップ、ひいては市民の理解の増進、そしてエコハウスの普

及につなげることをめざすものです。 

 協議会設立後しばらくは、メンバーのエコハウスに対する理解を深めることを目的として、勉

強会や見学会等の開催を中心に考えています。また、例えばエコハウスの普及に役立つ情報をデ

ータベース化して共有する等、発展性のあるようなことも、必要に応じて検討していきます。 
 また、協議会におけるエコハウスの普及活動の拠点としてモデルハウスを整備し、市民向けの

見学会や体験学習会等を開催していきます。その他、エコハウスの普及に向けた民間の取り組み

や市の施策のあり方等についても検討していきます。 
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（退会等） 
第 5 条 会員は、退会しようとするときは、会長にその旨を届けなければならない。 
2 会員が死亡し、又は解散したときは、退会したものとみなす。 
3 会員が協議会の目的に反する活動をし、協議会の名誉を著しく損なったときは、会長はこれを

退会させることができる。 
 
第 3 章 組織 
（会長等） 
第 6 条 協議会に次の役員を置く。 
 一 会長 1 名 
 二 副会長 1 名 
2 会長は、浜松市環境部長とする。 
3 副会長は、会長が指名する。 

 
（会長等の職務） 
第 7 条 会長は、協議会を代表し、業務を統括する。 
2 副会長は、会長を補佐し、業務を処理するとともに、会長に事故あるとき、又は会長が欠けた

ときは、その職務を代理する。 
（事務局） 
第 8 条 協議会の事務を処理するため、事務局を浜松市環境部環境企画課に置く。 

 
 
第 4 章 会議 
（総会） 
第 9 条 会長は、毎年総会を開催する。 
2 総会は、会員をもって構成する。 
3 総会は、規約の改廃その他協議会の運営に関する重要な事項を議決する。 
4 総会は、会長が招集し、会長が議長を務める。 
5 総会の議事は、出席した会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところ

による。 
（運営委員会） 
第 10 条 協議会に、運営委員会を置く。 
2 運営委員会は、6 名以上 10 名以下の運営委員をもって構成する。 
3 運営委員は、会長が指名し、その任期は 2 年とし、再任されることを妨げない。ただし、補欠

 第 2 条の目的に賛同し、第 3 条の活動に協力しようとする者は、公序良俗に反する等一部の

例外を除き、原則として誰でも本協議会の会員になれることとします。 

 CO2 削減という公共性の高い目的の事業であることや、環境省からの補助事業として開始

する事業であることから、当面は市の環境部を中心に進めさせていただきます。 

 第 6 条と同様の趣旨から、当面は事務局を浜松市環境部内に置かせていただきます。 
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の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 
4 運営委員会は、次に掲げる事項を決定する。 
 一 総会の議決した事項の執行に関する事項 
 二 総会に付議すべき事項 
 三 その他総会の議決を要しない業務の執行に関する事項 
5 運営委員会の議長は、会長が指名する者が務める。 
6 運営委員会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、意見を聴くことができる。 
7 運営委員会の議事は、出席した運営委員の過半数の同意をもって決し、可否同数のときは、議

長の決するところによる。 
 
第 5 章 事業年度等 
（事業年度） 
第 11 条 協議会の事業年度は、毎年 4 月 1 日に始まり、翌年 3 月 31 日に終わるものとする。 
（事業計画及び事業報告） 
第 12 条 協議会の事業計画は、会長が作成し、総会の承認を得るものとする。 
2 協議会の事業報告は、会長が作成し、総会の承認を得るものとする。 

 
 
第 6 章 雑則 
（委任） 
第 13 条 この規約に定めるもののほか、協議会の運営等に関し必要な事項は、会長が別に定める。 
 
 
附則 
1 この規約は、平成 21 年 7 月 7 日から施行する。 
2 この協議会の設立当初の事業年度は、第 11 条の規定にかかわらず、設立の日から平成 22 年 3
月 31 日までとする。 

 設立当初の事業年度は、本設立総会をもって、総会の開催に代えさせていただきます。 







浜松版エコハウスモデル整備事業 平成 21 年度事業計画 
 
 

日程 協議会 モデルハウス 
3 月 10 日～31 日 
5 月 11 日 
 
6 月 17 日～29 日 
7 月 7 日 
 

環境省による公募 
事業採択 
 
協議会メンバー募集 
協議会設立総会・第 1 回勉強会の開催

 

 
 
 
 
 
 

7 月中旬 
 
7 月中旬～8 月中旬 
 
7 月中 
 
 
7 月 28 日 
8 月 4 日 
8 月下旬 
 
 

 
 
 
 
市内企業の関連技術・製品・材料等に

関する情報収集 
 
第 2 回勉強会の開催 
第 3 回勉強会の開催 
 
 
 

設計者選定プロポーザル要項の

発表（公告） 
プロポーザル参加申請及び企画

提案等提出期間 
 
 
 
 
 
設計者選定審査会の開催→設計

者の決定 
 

9 月初旬 
9 月～10 月 
9 月中 
 
 
 

 
 
第 4 回勉強会の開催 
 
 
 

設計者契約締結 
実施設計案の作成 
 
協議会メンバーからの意見収集

実施設計とりまとめ 
 

10 月下旬 
11 月 
12 月 
 
3 月 
 
 

 
 
 
見学会の開催 
 
見学会の開催 
 

施工者選定入札→施工者の決定

施工者契約締結→着工 
上棟式 
 
竣工式 
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